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①

小宅減の特例は被相続人の意思が判断基準

Q:賃貸用テナントビルを建築途中だった

土地について小規模宅地の特例が適用できる

かどうかが争われた裁判の判決がでたそうで

すが、その概要を教えてください。

ヱヘー：名古屋地裁では、この度、事業用建物

を建築中に相続が発生した場合のその建物の

敷地である宅地について、小規模宅地等の減

額の特例が適用できる旨の判決を出しました

この裁判は、貸駐車場業を経営していた被

相続人が、貸駐車場業をやめ、そこに、賃貸

用テナントビルを建築していた途中に亡くな

ったもので相続した宅地が事業用宅地に該当

するか否かで争っていたものです。

国は、申告期限までに建物を事業の用に供

していない宅地には特例を適用できないとし

たのに対し、判決では、相続直前においては

たとえ当該宅地が事業の用に供されていなく

ても、相続開始の以前において事業をしてお

り、相続の開始直前においてはたまたま事業

を中断していたが、相続後も事業を再開する

ことが認められるという場合には、要件に該

当するものとして、その適用を認めるべきと

して、国の処分を取り消しました。

なお、事業を再開するか否かは、相続人が

現実に事業を承継したか否かではなくあくま

でも相続時点で被相続人に事業再開の態度が

認められるか否かによって決すべきであると

しています。
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